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答 申 第 ２ 号  

平 成 ２ ３ 年 ７ 月 ２ ２ 日  

 

 行 田 市 長  工  藤  正  司  様  

 

            行 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会  

                     会 長  町 田  知 啓  

 

答   申   書  

 平 成 ２ １ 年 ５ 月 １ ９ 日 付 け 行 用 第 １ ０ ４ 号 で 諮 問 の あ っ た 事 案 に

つ い て 、 次 の と お り 答 申 し ま す 。  

 

第 １  審 査 会 の 結 論  

   本 件 事 案 に つ い て 、 実 施 機 関 が 別 表 に 示 す 公 開 す べ き 部 分 を

非 公 開 と し た 決 定 は 妥 当 で は な く 、 当 該 部 分 を 公 開 す る べ き で

あ る が 、 そ の 余 の 部 分 を 非 公 開 と し た 決 定 は 妥 当 で あ る 。  

 

第 ２  異 議 申 立 て に 係 る 経 緯 等  

 １  平 成 ２ １ 年 ２ 月 ６ 日 、 異 議 申 立 人 （ 以 下 「 申 立 人 」 と い う 。）

は 、 行 田 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ５ 年 条 例 第 ２ １ 号 。 以 下 「 条

例 」と い う 。）第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、行 田 市 長（ 以 下「 実 施 機 関 」

と い う 。）に 対し 、单 大 通 線 街 路事 業 に 伴 う「 寺 院移 転 計 画 に 関

す る 一 切 の 資 料 」 を 対 象 と す る 行 政 情 報 の 公 開 請 求 を し た 。  

 ２  平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ０ 日 、実 施 機 関 は 、上 記 請 求 に 対 し て 、「『行

田 都 市 計 画 道 路 ３ ･４・３ 单 大 通 線 街 路 事 業 』用 地 買 収 に 係 る 檀

家 へ の 説 明 、 宗 教 法 人 補 償 内 容 、 各 檀 家 補 償 内 容 、 陳 情 書 及 び

回 答 、 渡 柳 地 区 、 寺 及 び 市 と の 三 者 協 議 の 概 要 並 び に 『 寺 院 及

び 檀 家 の 物 件 移 転 契 約 書 』 中 移 転 補 償 額 部 分 、 所 有 者 の 住 所 ・

氏 名 、 移 転 期 限 、 前 金 ・ 残 金 の 額 、 契 約 日 、 印 影 を 除 い て 公 開

す る 」 と の 部 分 公 開 決 定 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。） を 行 い 、
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申 立 人 に 対 し て 平 成 ２ １ 年 ２ 月 ２ ０ 日 付 け 行 用 第 ６ ０ ９ 号 に よ

り 通 知 し 、 同 日 そ の 写 し を 交 付 し た 。  

 ３  実 施 機 関 は 、 本 件 非 公 開 部 分 を 公 開 し な い 理 由 は 条 例 第 ７ 条

第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 該 当 す る た め と し た 。  

 ４  平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２ ０ 日 、 申 立 人 は 、 一 部 公 開 さ れ た 行 政 情 報

の 内 、 宗 教 法 人 及 び そ の 檀 家 に 対 す る 移 転 補 償 額 部 分 に つ い て

非 公 開 と し た 処 分 を 不 服 と し 、 実 施 機 関 に 対 し 異 議 申 立 て （ 以

下 「 本 件 申 立 て 」 と い う 。） を 行 っ た 。  

 ５  実 施 機 関 よ り 、 平 成 ２ １ 年 ６ 月 １ ８ 日 付 け 行 用 第 １ ５ ３ 号 で

行 政 情 報 部 分 公 開 決 定 理 由 説 明 書（ 以 下「 説 明 書 」と い う 。）の

提 出 が あ っ た 。  

 ６  申 立 人 よ り 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 ３ 日 付 け で 行 政 情 報 部 分 公 開 決

定 理 由 説 明 書 に 対 す る 意 見 書（ 以 下「 意 見 書 」と い う 。）の 提 出

が あ っ た 。  

 ７  実 施 機 関 よ り 、 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ ４ 日 付 け 行 用 第 ３ ４ ２ 号

で 本 件 非 公 開 部 分 を 公 開 し な い 理 由 を 追 加 し 、 条 例 第 ７ 条 第 ５

号 に 該 当 す る た め と し た 行 政 情 報 部 分 公 開 決 定 理 由 説 明 書 （ 追

加 分 ）（ 以 下 「 追 加 説 明 書 」 と い う 。） の 提 出 が あ っ た 。  

 ８  申 立 人 よ り 、 実 施 機 関 の 追 加 理 由 を 不 服 と し て 、 平 成 ２ １ 年

１ ０ 月 ２ ６ 日 付 け で 、 追 加 の 意 見 書 （ 以 下 「 追 加 意 見 書 」 と い

う 。） が 提 出 さ れ 、 異 議 申 立 て （ 以 下 「 本 件 申 立 て 」 と い う 。）

を 行 っ た 。  

 

第 ３  本 件 申 立 て の 趣 旨  

   本 件 申 立 て の 趣 旨 は 、 実 施 機 関 が 契 約 前 に 作 成 し た 資 料 を 含

む 一 切 の 資 料 の 公 開 を 求 め る と 共 に 、本 件 非 公 開 情 報 の 内 、「 所

有 者 の 住 所 ・ 氏 名 」 に 係 る 部 分 を 除 く 本 件 処 分 の 取 消 し を 求 め

る と い う も の で あ る 。  

 

第 ４  申 立 人 の 主 張 要 旨  
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 １  申 立 人 が 異 議 申 立 書 、 意 見 書 、 追 加 意 見 書 及 び 審 査 会 に よ る

意 見 聴 取 に お い て 述 べ て い る 主 張 を 総 合 す る と 、 概 ね 次 の と お

り で あ る 。  

  ( 1 ) 宗 教 法 人 及 び 寺 院 に つ い て 、土 地 代 金 を 含 む １ １ 項 目 の 補

償 項 目 の 全 て に つ い て 、 明 細 の 金 額 を 公 開 す る べ き で あ る 。  

  ( 2 ) 契 約 書 の 移 転 期 限 を 公 開 す る べ き で あ る 。  

  ( 3 )  檀 家 に 支 払 わ れ た 金 額 が ど の く ら い に な る の か を 公 開 す

る べ き で あ る 。  

  ( 4 ) 各 檀 家 の 補 償 額 に つ い て は 、契 約 書 の 算 定 基 礎 の 明 細 を 公

開 す る べ き で あ る 。  

 ２  本 件 申 立 て の 理 由 の 要 旨  

  非 公 開 と さ れ た 物 件 移 転 補 償 契 約 書 の 金 額 部 分 は 、 地 方 公 共 団

体 と 法 人 間 の 契 約 書 で あ り 、 又 、 檀 家 に 係 る 契 約 書 中 の 個 人 名 は

非 公 開 で あ る か ら 、 個 人 情 報 で あ る こ と は 非 公 開 の 理 由 に は 当 た

ら な い 。  

  補 償 額 の 算 定 が 、 市 民 に 対 し て 納 得 さ せ 得 る 算 定 基 準 に 従 っ て

い る か ど う か が 問 題 で あ る 。 申 立 人 は 、 各 檀 家 が 幾 ら で は な く 、

項 目 毎 に １ ８ １ 件 と い う ま と ま っ た も の と し て 公 開 を 求 め て い る

の で あ る 。  

  ( 1 ) 本 件 の 寺 院 移 転 計 画 事 業 に つ い て  

   寺 院 の 移 転 計 画 に 関 し て は 、「 構 内 移 転 」を 前 提 に 市 の 予 算 立

て が 行 わ れ て い た と こ ろ 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日 、 寺 院 が 檀 家

向 け に 行 っ た 説 明 会 の 中 で は 、「 郊 外 へ の 全 面 移 転 」を 想 定 し た

市 と の 「 上 乗 せ 交 渉 」 を 窺 わ せ る 説 明 が あ っ た 。  

   こ う し た 経 過 を 見 る 限 り 、 市 の 事 業 遂 行 に つ い て 、 適 切 に 補

償 額 の 支 払 い が 行 わ れ た か ど う か は 、 甚 だ 疑 問 で あ る 。 こ の 点

を 検 証 す る た め に は 、 契 約 前 の 資 料 を 含 む 一 切 の 資 料 の 公 開 が

不 可 欠 で あ る 。 市 議 会 議 員 た る 申 立 人 は 、 正 に こ の 目 的 で 、 市

議 会 に お い て も 事 業 に 関 わ る 本 件 情 報 の 公 開 を 請 求 し た が 、 市

議 会 に お い て も 本 件 情 報 が す べ て 非 公 開 と さ れ た た め 、 本 件 申
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立 て を 行 っ た 次 第 で あ る 。  

  ( 2 )  条 例 第 ７ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 該 当 性 の な い こ と に つ い

て  

   公 共 事 業 に 伴 う 補 償 は 、「 税 金 の 支 出 」で あ る か ら 、税 金 の使

途 や 内 容 を 知 る 権 利 は 、 市 民 の 当 然 の 権 利 で あ る 。 補 償 額 が 妥

当 か ど う か を 判 断 す る た め 、 必 要 な 情 報 が 公 開 さ れ る 必 要 が あ

る 。 た だ し 、 損 失 補 償 算 定 標 準 書 等 の 公 開 を 求 め る も の で は な

い 。  

   補 償 額 の 公 開 は 、 個 人 の プ ラ イ バ シ ー を 侵 害 す る も の で は な

く 、１ ８ １ 件 の 各 檀 家 を 特 定 す る こ と も な い 。法 人 に つ い て も 、

損 失 補 償 基 準 に 基 づ き 算 定 さ れ て い る 正 当 な 利 益 だ か ら 、 公 開

に よ り そ の 利 益 を 脅 か さ れ る こ と は な い 。 よ っ て 、 移 転 期 限 及

び 補 償 項 目 に 関 す る 全 て の 情 報 の 公 開 を 求 め る 。  

  ( 3 ) 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 の 該 当 性 の な い こ と に つ い て  

   実 施 機 関 は 、 市 民 に 対 し て 説 明 責 任 が あ る 。 契 約 の 相 手 方 と

の 信 頼 よ り 市 民 と の 信 頼 を 優 先 す る べ き で あ る 。 そ れ ら を 勘 案

す る と 、 非 公 開 の 範 囲 を 出 来 る 限 り 狭 く す る よ う な 情 報 公 開 制

度 の 解 釈 及 び 運 用 が 求 め ら れ て い る の は 明 白 で あ る 。  

   実 施 機 関 は 、 平 成 ２ １ 年 ６ 月 定 例 市 議 会 の 別 件 に つ い て の 議

案 質 疑 の 際 、 補 償 内 容 の 項 目 及 び 算 定 基 準 に つ い て 具 体 的 に 答

弁 し て い る 。  

 ３  こ れ ら の 事 実 を 総 合 す る と 、本 件 申 立 て に 係 る 非 公 開 部 分 は 、

実 施 機 関 が 指 摘 す る 条 例 第 ７ 条 各 号 に 定 め る 非 公 開 情 報 に 該 当

し な い こ と は 明 ら か で あ る 。  

 

第 ５  実 施 機 関 の 説 明 要 旨  

   実 施 機 関 が 説 明 書 及 び 追 加 説 明 書 に お い て 述 べ て い る 説 明 を

総 合 す る と 、 概 ね 次 の と お り で あ る 。  

 １  条 例 第 ７ 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 該 当 す る こ と に つ い て  

  事 業 用 地 確 保 の た め の 用 地 交 渉 は 、 そ の 内 容 を 部 外 者 に 漏 ら さ
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な い こ と を 前 提 に 行 っ て お り 、補 償 額 は 、自 己 の 収 入（ 財 産 状 況・

経 済 活 動 ） に 関 す る 個 人 情 報 及 び 法 人 情 報 で あ り 、 一 般 に 他 人 に

知 ら れ た く な い と 考 え る も の で あ る 。 被 補 償 者 の 意 思 に 関 わ り な

く 公 開 さ れ る こ と は 、 そ の 情 報 が 第 三 者 に 目 的 外 に 利 用 さ れ る 等

の 不 利 益 と な る お そ れ が あ る 。  

  非 公 開 と し た「 土 地 売 買 に 関 す る 契 約 書 」中 の 土 地 代 金・印 影、

「 物 件 移 転 補 償 契 約 書 」 中 の 補 償 額 、 所 有 者 の 住 所 ・ 氏 名 、 移 転

期 限 、 前 金 ・ 残 金 の 額 、 契 約 日 及 び 印 影 は 、 特 定 の 個 人 を 識 別 で

き る も の で あ り 、 又 は 財 産 状 況 ・ 経 済 活 動 に 関 す る 情 報 で あ る か

ら 、 公 開 さ れ る こ と に よ り 、 当 該 個 人 の 権 利 利 益 を 害 す る お そ れ

が あ る こ と か ら 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 の 規 定 に 該 当 し 、 宗 教 法 人 に

つ い て は 、 法 人 そ の 他 の 団 体 に 関 す る 情 報 を 公 開 す る こ と に よ り

当 該 法 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る こ と か ら 、 同 条 第 ２

号 の 規 定 に 該 当 す る 。  

 ２  条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 該 当 す る こ と に つ い て  

  檀 家 に 対 す る 補 償 に つ い て は 、 補 償 対 象 と な ら な い 檀 家 が 存 在

し 、 進 行 中 の 寺 院 移 転 計 画 に 支 障 を 生 ず る お そ れ が あ る 。 ま た 、

そ の こ と を 理 由 と し て 、 非 公 開 を 求 め る 寺 院 側 か ら の 意 見 書 も 出

て い る 。  

  以 上 の よ う な 事 実 を 考 慮 す る と 、 本 件 の 行 政 情 報 は 、 同 条 第 ２

号 に 規 定 さ れ る 「 公 開 し な い こ と を 条 件 と し て 任 意 に 法 人 か ら 提

供 さ れ た 情 報」に 該 当 し、更 に 、当 該 情 報 の 公 開 は 、「 市 と当 該 法

人 と の 協 力 関 係 又 は 信 頼 関 係 を 害 す る 」 と 認 め ら れ る た め 、 非 公

開 と す る も の で あ る 。  

 

第 ６  当 審 査 会 の 判 断  

 １  基 本 的 な 考 え 方  

  条 例 の 基 本 的 理 念 は 、 市 民 の 知 る 権 利 を 尊 重 す る と と も に 、実

施 機 関 が 積 極 的 に 行 政 情 報 を 提 供 す る こ と に よ り 、 市 政 に 対 する

理 解 と 信 頼 を 深 め 、 よ り 公 正 な 市 政 の 運 営 を 確 保 し 、 市 民 参 加の
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開 か れ た 市 政 の 一 層 の 推 進 を 図 り 、 併 せ て 福 祉 の 向 上 に 寄 与 しよ

う と す る も の で あ る 。  

  こ の よ う な 基 本 的 な 理 念 を 実 現 す る た め に は 、 実 施 機 関 が 保有

す る 行 政 情 報 は 、 公 開 を 原 則 と す る べ き で あ る が 、 そ の 行 政 情報

の 中 に は 、 公 開 す る こ と に よ り 、 個 人 の プ ラ イ バ シ ー や 法 人 等の

正 当 な 利 益 を 侵 害 し 、 行 政 の 公 正 か つ 適 切 な 執 行 を 妨 げ 、 ひ いて

は 市 民 全 体 の 利 益 を 損 な う も の も あ る 。  

  こ の た め 、 条 例 の 制 定 に 際 し て は 、 制 度 の 趣 旨 、 行 政 情 報 の公

開 ・ 非 公 開 に 係 る 公 益 性 、 有 用 性 等 を 総 合 衡 量 し た 結 果 、 原 則公

開 の 条 例 に お い て も 、 な お 、 例 外 的 に 非 公 開 と せ ざ る を 得 な い情

報 が あ る と 判 断 し 、 こ れ を 条 例 第 ７ 条 に お い て 適 用 除 外 事 項 とし

て 具 体 的 に 類 型 化 し て 規 定 し た も の で あ る 。  

  そ し て 、条 例 第 ７ 条 に 定 め る 事 項 に 該 当 す る か 否 か に つ い て は 、

当 該 情 報 の み を 取 り 出 し 、 抽 象 的 に 捉 え 判 断 す る の で は な く 、当

該 情 報 を 取 り 巻 く 諸 事 情 を も 考 慮 に 入 れ 、 個 々 の 事 例 に 即 し 、具

体 的 に 判 断 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

  そ れ ゆ え 、 申 立 人 の 理 由 と す る 「 税 金 の 支 出 」 や 「 市 民 に 対す

る 説 明 責 任 」 は 、 条 例 の 基 本 理 念 そ の も の で あ り 、 適 用 除 外 事項

に 該 当 す る か 否 か の 判 断 理 由 と し て 十 分 な も の と は い い 難 い 。  

  し か る に 、 本 件 の 行 政 情 報 は 、 公 共 用 地 取 得 に 伴 う 補 償 金 の 支

出 に 関 す る 情 報 で あ る が 、 そ れ は 本 来 公 正 な も の で あ る べ き であ

り 、 補 償 額 の 積 算 が 正 当 で あ る か ど う か を 検 証 す る こ と は 、 市民

に と っ て 重 大 な 関 心 事 で あ る こ と か ら 、 安 易 に 非 公 開 情 報 に 該当

す る と 判 断 す る こ と は 慎 ま な け れ ば な ら な い 。  

 ２  具 体 的 な 判 断 及 び そ の 理 由  

  実 施 機 関 は 、 本 件 非 公 開 情 報 が 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 、 第 ２ 号 及び

第 ５ 号 に 該 当 す る と 説 明 す る の で 、こ れ に つ い て 検 討 、判 断 す る 。  

  ( 1 ) 本 件 行 政 文 書 に つ い て  

   本 件 の 主 要 な 行 政 情 報 は 、 実 施 機 関 が 事 業 対 象 地 等 を 保 有す

る 寺 院 な い し 檀 家 と の 土 地 売 買 契 約 書 及 び 物 件 移 転 補 償 契 約書
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に 関 わ る も の で あ る 。  

  ( 2 ) 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 の 該 当 性 に つ い て  

   条 例 第 ７ 条 第 １ 号 は 、 憲 法 上 の 個 人 の 尊 厳 に 係 る 基 本 的 人権

と し て の プ ラ イ バ シ ー を 最 大 限 に 保 護 す る た め 、 個 人 に 関 する

情 報 で 、 特 定 の 個 人 が 識 別 で き る 情 報 又 は 特 定 の 個 人 と 識 別す

る こ と は で き な い が 、 公 に す る こ と に よ り 、 な お 個 人 の 権 利利

益 を 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 情 報 が 記 録 さ れ て い る行

政 情 報 に つ い て 、 非 公 開 と す る こ と を 定 め た も の で あ る 。  

   そ し て 、「 他 の 情 報 と 照 合 す る こ と に よ り 、特 定 の 個 人 を 識別

す る こ と が で き る こ と と な る も の を 含 む 」 と 規 定 さ れ て い ると

こ ろ 、本 件 で は 、既 に 契 約 書 上 登 記 地 番 が 公 開 さ れ て い る 結 果 、

個 人 名 の 黒 塗 り は さ れ て い て も 、 容 易 に 個 人 の 識 別 が 可 能 とな

っ て い る 。  

   ま ず 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 に 定 め る 個 人 情 報 に つ い て は 、 いわ

ゆ る 用 地 事 務 に お け る 情 報 公 開 と 個 人 情 報 保 護 の 問 題 に 係 る最

高 裁 の 判 例 （ 平 成 １ ７ 年 ７ 月 １ ５ 日 付 判 決 及 び 平 成 １ ７ 年 １０

月 １ １ 日 付 判 決 ） が 存 す る 。  

   こ れ ら の 判 例 の 立 場 か ら す る と 、 個 人 地 権 者 に 関 し て 登 記に

よ っ て 公 示 さ れ て い る 「 土 地 の 所 在 、 地 番 及 び 地 積 、 同 土 地上

の 建 物 の 所 在 地 及 び 面 積 並 び に 当 該 個 人 地 権 者 の 住 所 及 び 氏名

に 関 す る 情 報 」 及 び 「 土 地 の 売 買 価 格 に 関 す る 情 報 」 は 、 非 開

示 情 報 に は 該 当 し な い と さ れ て い る 。そ の 理 由 と す る と こ ろ は 、

土 地 の 買 収 価 格 に 関 す る 情 報 は 、「 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特

定 の 個 人 が 識 別 さ れ 得 る も の と い う こ と が で き る 。」と し た 上 で 、

し か し 、 個 人 地 権 者 の 氏 名 を 含 む こ れ ら の 情 報 は 、 当 該 事 件に

お い て は 「 一 般 に 不 動 産 登 記 簿 に 登 記 さ れ て 公 示 さ れ る も ので

あ る 」か ら 公 知 性 が あ り 、公 開 す べ き で あ る と し 、ま た 、「 売買

の 当 事 者 間 の 自 由 な 交 渉 の 結 果 が 買 収 価 格 に 反 映 す る 事 は 比較

的 少 な い も の と い う べ き で あ る 。 そ し て 、 当 該 土 地 が 買 い 取ら

れ た 事 実 に つ い て は 不 動 産 登 記 簿 に 登 記 さ れ て 公 示 さ れ る もの
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で あ る 上 に 、 当 該 土 地 の 価 格 に 影 響 す る 諸 要 因 … に つ い て は、

一 般 に 周 知 さ れ て い る 事 項 か 、 容 易 に 調 査 す る こ と が で き る事

項 か ら 、 … 当 該 土 地 の 客 観 的 性 状 か ら 推 認 し 得 る 一 定 の 範 囲内

の 価 格 で あ っ て 、 一 般 人 で あ れ ば お お よ そ の 見 当 を つ け る こと

が で き る も の と い う こ と が で き る 。 そ う す る と （ 土 地 の 買 収価

格 に 関 す る ） 情 報 は 、 性 質 上 そ の 内 容 が 不 特 定 の 者 に 知 ら れ得

る 状 態 に あ る も の と し て 、 公 表 す る こ と が も と も と 予 定 さ れて

い る も の と い う こ と が で き る か ら … 非 開 示 情 報 に 該 当 し な い 」

（ 判 例 タ イ ム ズ 第 １ １ ９ ５ 号 １ ０ ８ 頁 以 下 ）と い う も の で あ る 。 

 他 方 で 「 補 償 の 対 象 と な っ た 工 作 物 の 所 在 地 及 び 面 積 、 動産

の 種 類 及 び 個 数 、 植 栽 の 所 在 地 及 び 本 数 、 権 利 の 種 別 等 に 関す

る 情 報 」 と 「 建 物 、 工 作 物 、 動 産 、 権 利 等 の 補 償 価 格 に 関 する

情 報 」は 、「 非 開 示 情 報 」に 該 当 す る も の と し て い る 。そ の 理 由

と す る と こ ろ は 、「 個 人 地 権 者 が ど の よ う な 工 作 物 、動 産 、植 栽

等 を 有 す る か に つ い て は 、 公 示 さ れ る も の で は な く 、 ま た 、必

ず し も 一 般 人 の 目 に 触 れ る も の で は な い 。 建 物 に つ い て は 、…

そ の 価 格 要 因 の す べ て が 公 示 さ れ る も の で は な く 、 一 般 人 は、

外 部 か ら 観 察 す る こ と が で き る に と ど ま り 、建 物 の 内 部 の 構 造 、

使 用 資 材 、 施 工 態 様 、 損 耗 の 状 況 等 の 詳 細 を 知 る こ と が で きな

い 。 し た が っ て 、 補 償 価 格 は 、 一 般 人 で あ れ ば お お よ そ の 見当

を つ け る こ と が で き る も の と は い え な い か ら … 公 表 す る こ とが

も と も と 予 定 さ れ て い る も の と い う こ と が で き ず … 非 開 示 情報

に 該 当 す る 」（ 同 上 １ ０ ９ 頁 ） と い う も の で あ る 。  

そ れ ゆ え 、 当 該 事 件 に お け る 公 開 請 求 に 当 た り 、 最 高 裁 は 、

実 施 機 関 が 非 公 開 と し た 各 檀 家 に 関 す る 「 補 償 の 対 象 と な った

工 作 物 の 所 在 地 及 び 面 積 、 動 産 の 種 類 及 び 個 数 、 植 栽 の 所 在地

及 び 本 数 、 権 利 の 種 別 等 に 関 す る 情 報 」 と 「 建 物 、 工 作 物 、動

産 、 権 利 等 の 補 償 価 格 に 関 す る 情 報 」 は 、 一 般 に 公 示 さ れ るも

の で は な く 、 ま た 、 個 別 性 が 高 く 個 人 情 報 と し て プ ラ イ バ シー

性 が 強 い も の と さ れ て い る の で 、 当 該 処 分 に つ い て の 違 法 性は
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認 め ら れ な い 、 と 述 べ た 。  

   も と よ り 条 例 を 含 め た 法 令 の 最 終 的 な 有 権 的 解 釈 の 権 限 を 有

す る の が 、 最 高 裁 判 所 で あ る こ と に 鑑 み る な ら ば 、 本 市 の 情 報

公 開 条 例 と 同 旨 を 規 定 す る 他 の 自 治 体 に お け る 情 報 公 開 条 例

に 関 す る 判 例 法 理 に 示 さ れ た 、 か か る 法 的 判 断 は 、 尊 重 さ れ な

け れ ば な ら ず 、 公 開 を 拒 ん だ 実 施 機 関 の 処 分 が 違 法 で あ っ た か

ど う か に つ い て 審 査 を す る 立 場 か ら は 、 か か る 裁 判 所 の 判 断 に

従 っ て 審 査 す る こ と と な る 。  

   以 上 の よ う な 判 例 法 理 に よ れ ば 、 個 人 識 別 情 報 に 該 当 す る情

報 で あ っ て も 公 知 性 が あ れ ば 公 開 す べ き で あ り 、 他 方 で 公 示さ

れ る 予 定 の な い 情 報 は 非 公 開 が 妥 当 で あ る 。 こ れ を 本 件 に 照ら

し て み れ ば 、 各 檀 家 の 氏 名 は 、 個 人 識 別 情 報 （ 条 例 ７ 条 １ 号）

に 該 当 し 、 ま た 、 公 示 さ れ る こ と が 予 定 さ れ た 情 報 で あ る （条

例 ７ 条 １ 号 ア ） と は い い 難 い 。 更 に 、 各 檀 家 に 対 す る 工 作 物移

転 補 償 、 改 葬 補 償 、 祭 し 料 及 び 移 転 補 償 料 に つ い て も 、 契 約件

数 が １ ０ ０ 件 以 上 あ り 、契 約 者 氏 名 も 非 公 開 と さ れ る こ と か ら 、

こ の 情 報 そ の も の が 特 定 個 人 を 直 ち に 識 別 す る も の で あ る とは

い え な い と し て も 、 こ れ を 公 開 す る こ と で 、 本 来 公 示 さ れ る予

定 の な い 各 墓 地 の 形 状 ・ 大 き さ や 管 理 状 況 が 推 測 さ れ 、 ひ いて

は 個 人 識 別 が 可 能 と な っ て し ま う こ と が 考 え ら れ る こ と を 踏ま

え る と 、か か る 情 報 も 非 公 開 情 報 に 該 当 す る と い え る で あ ろ う 。 

よ っ て 、 本 件 に お い て 各 檀 家 に 関 す る 上 記 情 報 が 前 記 の 個 人

情 報 を 非 公 開 情 報 に 該 当 す る と し た 実 施 機 関 の 処 分 は 、 正 当な

も の と し て 是 認 で き る 。 し か し な が ら 、 本 件 物 件 移 転 補 償 契約

書 中 の 「 契 約 日 」 と 「 移 転 期 限 」 に つ い て は 個 人 識 別 情 報 に該

当 せ ず 、 ま た 、 特 段 個 人 と し て の プ ラ イ バ シ ー 性 が 強 い も のと

は い い 難 く 、 公 開 す る の が 相 当 で あ る 。  

  ( 3 ) 条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 の 該 当 性 に つ い て  

   条 例 第 ７ 条 第 ２ 号 は 、 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事業

活 動 の 自 由 又 は 公 正 な 競 争 秩 序 の 維 持 に 関 し 、 そ れ が 正 当 なも
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の で あ る 限 り に お い て 社 会 的 に 保 障 さ れ な け れ ば な ら な い とい

う 趣 旨 か ら 、 公 開 す る こ と に よ り 当 該 法 人 等 又 は 事 業 を 営 む個

人 の 権 利 、 競 争 上 の 地 位 そ の 他 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ があ

る も の 及 び 公 に し な い と の 条 件 で 任 意 に 提 出 さ れ た も の に つい

て は 、 非 公 開 と す る こ と を 定 め た も の で あ る 。 こ の 法 人 に 宗教

法 人 が 含 ま れ る こ と は い う ま で も な い 。  

   し か し な が ら 、 前 記 最 高 裁 判 所 の 判 旨 の 中 で 、 法 人 地 権 者に

関 し て は 、「 土 地 の 所 在 、地 番 及 び 地 積 に 関 す る 情 報 」の 外 、「 土

地 の 買 収 価 格 」 や 「 建 物 及 び 工 作 物 の 所 在 地 及 び 面 積 、 動 産の

種 類 及 び 個 数 、 植 栽 の 所 在 地 及 び 本 数 、 権 利 及 び 営 業 の 種 別等

に 関 す る も の 並 び に そ れ ら の 補 償 価 格 に 関 す る 情 報 」に つ い て 、

「 競 争 上 又 は 事 業 運 営 上 の 地 位 、 社 会 的 信 用 そ の 他 正 当 な 利益

が 損 な わ れ る と は 認 め 難 い 。」（ 同 上 １ １ ０ 頁 ） と し て 非 開 示と

し た 被 告 実 施 機 関 の 処 分 は 、 違 法 で あ る と さ れ て い る 。  

こ れ を 本 件 に 照 ら し て み る に 、 宗 教 法 人 に 関 す る 土 地 代 金 、

移 転 費 用 等 の 情 報 が「 正 当 な利 益 を 害 す る お そ れ が あ る 」（ 条 例

７ 条 ２ 号 ） に 該 当 す る か 否 か が 問 題 と な る と こ ろ 、 宗 教 団 体と

い え ど も 登 記 上 公 開 さ れ て い る 情 報 は も と よ り 、 こ れ ら の 情報

が 公 開 さ れ る こ と に よ っ て 、 他 の 法 人 と は 異 な り 、 特 に 宗 教団

体 と し て の 活 動 の 自 由 に 影 響 を 及 ぼ す と 解 す る 特 段 の 事 情 は認

め 難 い 。  

   そ う で あ る と す る な ら ば 、 当 該 寺 院 に 関 す る こ れ ら の 情 報に

関 し て は 、 非 公 開 情 報 に 該 当 す る と し た 実 施 機 関 の 処 分 は 、 同

様 に 違 法 な も の と い わ ざ る を 得 な い 。  

  ( 4 ) 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 の 該 当 性 に つ い て  

   条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 は 、市 又 は 国 等 が 行 う 事 務 事 業 の 性 質 か ら 、

公 開 す る こ と に よ り 当 該 事 務 事 業 の 目 的 を 失 わ せ た り 、 特 定の

も の に 不 当 な 利 益 を 与 え た り す る な ど 、 そ の 公 正 又 は 適 正 な執

行 を 著 し く 困 難 に す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 情 報 に つ いて

は 、 非 公 開 と す る こ と を 定 め た も の で あ る 。 そ し て 、 そ の 例示
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と し て 「 契 約 、 交 渉 又 は 争 訟 に 係 わ る 事 務 に 関 し 、 市 、 国 又は

他 の 地 方 公 共 団 体 の 財 産 上 の 利 益 又 は 当 事 者 と し て の 地 位 を不

当 に 害 す る お そ れ 」 を 摘 示 し て い る 。  

   こ の 点 に 関 し て 、契 約 前 に 作 成 し た 資 料 を 含 む「 一 切 の 資 料 」

の 公 開 を 求 め る 申 立 人 の 請 求 は 、 結 局 の と こ ろ 実 施 機 関 に よっ

て 事 務 処 理 上 作 成 さ れ た 全 て の 資 料 の 公 開 を 求 め る こ と と な り 、

正 に 実 施 機 関 に お い て 今 後 の「 契 約 、交 渉 … に 係 る 事 務 に 関 し 、

… 当 事 者 と し て の 地 位 を 不 当 に 害 す る お そ れ 」（ 同 号 イ ）が 認 め

ら れ る も の で あ っ て 、 相 当 で は な い 。  

   ま た 、「 土 地 の 買 収 卖 価 の 決 定 の た め に 参 考 と さ れ た 情 報 及 び

買 収 対 象 地 等 の 価 格 の 鑑 定 評 価 に 関 す る 情 報 、 建 物 等 の 補 償価

格 の 積 算 根 拠 に 関 す る 情 報 」 に 関 し て は 、 同 じ く 前 記 最 高 裁判

例 の 中 で 、「 地 権 者 の 生 活 や 事 業 の 詳 細 を 推 知 さ せ る 多 数 の 情 報

が 含 ま れ て い る と い う の で あ る 。 し た が っ て 、 こ れ ら の 情 報を

公 開 す る こ と と な れ ば 、 買 収 価 格 又 は 補 償 価 格 を 適 正 に 決 定す

る た め の 有 益 な 情 報 が 得 難 く な り 、 ひ い て は 、 将 来 の 県 の 用地

買 収 事 務 に お け る 適 正 な 買 収 価 格 及 び 補 償 価 格 の 決 定 に 著 しい

支 障 が 生 ず る お そ れ が あ る も の と し て … 非 開 示 情 報 に 該 当 す

る 」（ 同 上 １ １ ０ 頁 ）と し た 。そ れ ゆ え か か る 情 報 に 関 す る 文 書

等 を 、 非 公 開 情 報 に 該 当 す る と し た 実 施 機 関 の 処 分 に 違 法 性は

認 め ら れ な い 。  

   し か し な が ら 、前 記 (３ )に 係 わ る よ う な 法 人 に 関 す る 情 報 に つ

い て は 、 同 じ く 前 記 最 高 裁 判 例 の 中 で 、 「 情 報 を 開 示 す る こ と

に よ っ て 、 今 後 の 県 の 用 地 買 収 事 務 の 円 滑 な 執 行 に 著 し い 支 障

が 生 ず る お そ れ が あ る と は い い 難 く … 非 開 示 情 報 に 該 当 し な

い と い う べ き で あ る 。 」 （ 同 上 １ １ ０ 頁 ） と さ れ て い る こ と に

照 ら す な ら ば 、 類 似 の 事 実 関 係 を 有 す る 本 件 に お い て も 特 段 の

支 障 及 び そ の 可 能 性 を 考 え る こ と は 困 難 で あ り 、 本 条 第 ５ 号 に

該 当 す る と は い い 難 く 、 処 分 は 違 法 な も の と い わ ざ る を 得 な い 。 

   な お 、 実 施 機 関 が 、 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 該 当 す る 理 由 と し て
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指 摘 す る 「 支 障 が 生 ず る お そ れ 」 は 、 抽 象 的 で あ っ て 具 体 性 や

蓋 然 性 に 欠 け る も の で あ り 、 非 公 開 の 理 由 と し て 是 認 し 難 い 。 

 ３  異 議 理 由 の 関 連 事 項 に つ い て  

  申 立 人 は 、「 本 件 移 転 計 画 事 業 に つ い て 、従 来 構 内 移 転 を 前 提 に

予 算 立 て が 行 わ れ て い た と こ ろ 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日 、 当 該 寺

院 が そ の 檀 家 向 け に 行 っ た 説 明 会 の 中 で は 、『 全 面 移 転 』を 想 定 し

た 市 と の 上 乗 せ 交 渉 を し た 事 実 を 窺 わ せ る 説 明 が あ っ た 」 と 意 見

陳 述 し 、「 こ う し た 経 過 を 見 る 限 り 、事 業 遂 行 に 当 た り 適 切 に 補 償

額 の 支 払 い が 実 施 さ れ た か ど う か に は 甚 だ 疑 問 が あ る 。 こ の 点 を

検 証 す る た め に は 、 契 約 前 の 資 料 を 含 む 一 切 の 資 料 を 知 る こ と が

不 可 欠 で あ る 。」と 主 張 す る 。こ の 点 に つ い て 一 応 判 断 す る に 、こ

れ ま で の 審 査 の 中 で 実 施 機 関 か ら 明 ら か に さ れ た そ の 余 の 資 料 に

照 ら し て も 、 か か る 不 審 な 事 実 を 疑 わ せ る に 足 る 痕 跡 は 認 め 難 か

っ た こ と 、 ま た 、 申 立 人 が 引 用 す る 「 別 の 議 会 案 件 」 は 、 お よ そ

当 該 法 人 の 「 競 争 上 又 は 事 業 運 営 上 の 地 位 、 社 会 的 信 用 そ の 他 の

正 当 な 利 益 が 損 な わ れ る と は 認 め が た い 」 情 報 に 関 わ る も の で あ

っ た こ と を 付 言 す る 。  

  な お 、 市 議 会 議 員 た る 申 立 人 は 、 正 に 市 議 会 に お い て 本 件 事 件

に 関 わ る 情 報 の 公 開 を 求 め た が 、 市 議 会 に お い て 本 件 に 関 し て 申

立 人 が 必 要 と す る 情 報 を 得 ら れ な か っ た た め 、 本 件 申 立 て に 係 る

情 報 公 開 請 求 を 行 っ た 次 第 で あ る と い う 。 し か し 、 条 例 に 基 づ く

市 民 と し て の 権 利 は 、 市 議 会 議 員 の 立 場 か ら 市 政 調 査 に 関 わ る 権

限 の 行 使 を 代 替 、 補 充 又 は 補 完 す る も の で は な く 、 そ の 理 念 及 び

目 的 を 異 に す る 。 そ の 意 味 で は 、 申 立 人 に 対 す る 情 報 公 開 の 当 否

が 当 審 査 会 に 係 属 し て い る こ と を 理 由 と し て 、 市 議 会 に お い て 実

施 機 関 に よ る 情 報 の 公 開 の 審 議 を 回 避 し た こ と は 遺 憾 で あ る 。  

 ４  各 論 － 別 表 に つ い て  

  そ こ で 、 以 上 述 べ た 基 準 に 照 ら し て 、 非 公 開 と さ れ た 各 資 料 に

つ い て 判 断 す る 。  

  ①  行 田 市 都 市 計 画 道 路 「 ３ ． ４ － ３ 单 大 通 線 」 事 業 に 伴 う 寺
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院 の 移 転 計 画 の 撤 回 を 求 め る 陳 情 書 及 び 当 該 陳 情 書 を 受 領 し

た こ と を 報 告 す る 起 案 文 書 並 び に 当 該 陳 情 に 対 す る 回 答 に つ

い て の 起 案 文 書 及 び 回 答 文 書  

    自 治 会 に 関 す る 文 書 は 、 法 人 そ の 他 団 体 に 属 す る 情 報 （ 条

例 第 ７ 条 第 ２ 号 参 照 ） で あ り 、 自 治 会 に よ る 陳 情 書 の 公 開 は

当 該 団 体 の 正 当 な 利 益 を 害 す る と は 認 め ら れ ず 、 ま た 、 自 治

会 代 表 者 と し て の 行 為 は 当 該 自 治 会 の 活 動 の 一 環 と 見 る こ と

が で き る の で あ る か ら 、 自 治 会 と し て の 「 陳 情 人 代 表 名 」 は

公 開 す べ き も の で あ る 。  

  ②  渡 柳 地 区 、 寺 及 び 市 と の 三 者 協 議 の 概 要  

    本 件 は 、 公 的 立 場 の 者 と 宗 教 法 人 代 表 以 外 の 出 席 者 の 氏 名

を 黒 塗 り し た も の で あ る が 、 個 人 が 識 別 さ れ る 氏 名 は 、 原 則

的 に 個 人 情 報 と み な さ れ る べ き も の で あ る こ と 、 更 に 、 協 議

の 場 で の 住 民 の 自 由 な 意 見 表 明 を 保 障 す る と の 見 地 か ら 、 非

公 開 は 相 当 で あ る 。  

  ③  土 地 売 買 に 関 す る 契 約 書  

    本 件 資 料 は 、 宗 教 法 人 に 関 す る 情 報 で あ り 、 そ の 公 開 が 本

件 宗 教 法 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る と 認 め る こ と は で き ず 、 ま

た 、 そ も そ も 土 地 代 金 に つ い て は 予 算 案 ・ 決 算 等 を 通 じ て 公

知 の も の で あ る の で 、 公 開 す べ き で あ る 。 た だ し 、 印 影 に つ

い て は 、 法 人 の 実 印 で あ り 、 公 開 し た 場 合 の 乱 用 の 危 険 に 鑑

み て 非 公 開 と す る の が 相 当 で あ る 。（ 平 成 １ ８ 年 １ １ 月 ２ ９ 日

東 京 高 裁 判 決 参 照 。）  

  ④  物 件 移 転 補 償 契 約 書 （ 佐 間 １ 丁 目 ３ ７ １ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お

け る 祭 し 料 ）  

    本 件 資 料 の 祭 し 料 は 、 宗 教 的 色 彩 を 持 つ が 、 そ の 公 開 が 宗

教 的 活 動 や 信 仰 の 自 由 に 大 き な 影 響 を 及 ぼ す な ら ば 、 当 該 宗

教 法 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る こ と も あ り 得 る と い え る と こ ろ 、

実 際 に は 儀 礼 的 ・ 慣 例 的 な 性 格 を 持 つ に と ど ま る も の と 認 め

ら れ 、 当 該 法 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と は い え
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な い の で 、（ 前 記 の 理 由 か ら 印 影 部 分 を 除 い て）公 開 す べ き で

あ る 。  

  ⑤  物 件 移 転 補 償 契 約 書 （ 佐 間 １ 丁 目 ３ ７ １ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お

け る 改 葬 補 償 ）  

    本 件 資 料 も 、 同 じ く 宗 教 法 人 に 関 す る 情 報 で あ り 、 そ の 公

開 に よ り 当 該 法 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る と は 認 め ら れ な い の

で 、 印 影 部 分 を 除 き 公 開 す べ き で あ る 。  

  ⑥  物 件 移 転 補 償 契 約 書 （ 佐 間 １ 丁 目 ３ ７ １ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お

け る 工 作 物 移 転 補 償 ・ 改 葬 補 償 ６ 頁 、 工 作 物 移 転 補 償 ・ 立 竹

木 補 償 ・ 改 葬 補 償 １ 頁 ）  

    本 件 資 料 も 、 宗 教 法 人 に 関 す る 情 報 で あ り 、 そ の 公 開 に よ

り 当 該 法 人 の 正 当 な 利 益 を 害 す る と は 認 め ら れ な い の で 、 印

影 部 分 を 除 き 公 開 す べ き で あ る 。  

  ⑦  物 件 移 転 補 償 契 約 書 （ 佐 間 １ 丁 目 ３ ７ １ ６ 番 １ に お け る 工

作 物 移 転 補 償 、 改 葬 補 償 ）  

    本 件 資 料 は 、 住 職 個 人 に 関 わ る 情 報 で あ る と 考 え ら れ る の

で 、 氏 名 は 個 人 識 別 情 報 に 該 当 し 、 ま た 、 各 種 補 償 費 用 も 特

定 個 人 の 保 有 す る 、 通 常 公 示 さ れ る も の で は な い 情 報 で あ る

と い え る の で あ り 、 し た が っ て 、 こ れ ら を 非 公 開 と し た 処 分

は 相 当 で あ る 。 た だ し 、 既 述 の と お り の 理 由 か ら 、「 契 約 日 」

と 「 移 転 期 限 」 に つ い て は 公 開 す べ き で あ る 。  

  ⑧  物 件 移 転 補 償 契 約 書 （ 佐 間 １ 丁 目 ３ ７ １ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お

け る 工 作 物 移 転 補 償 、 改 葬 補 償 ）  

    宗 教 法 人 に 関 す る 情 報 で あ り 、 そ の 公 開 が 当 該 法 人 の 正 当

な 利 益 を 害 す る と は 認 め ら れ な い た め 、 印 影 部 分 を 除 き 公 開

す べ き で あ る 。  

  ⑨  物 件 移 転 補 償 契 約 書 （ 佐 間 １ 丁 目 ３ ７ １ ６ 番 １ に お け る 工

作 物 移 転 補 償 、 改 葬 補 償 、 祭 し 料 、 移 転 補 償 料 ）  

    檀 家 等 個 人 に 関 わ る 情 報 で あ り 、 前 記 の と お り 、 氏 名 に つ

い て は 個 人 識 別 情 報 に あ た り 、 ま た 、 各 種 補 償 費 用 も 個 人 識
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別 に つ な が り う る 、 通 常 は 公 示 さ れ な い 情 報 で あ る の で 、 個

人 情 報 と し て 、 非 公 開 と し た 処 分 は 相 当 で あ る が 、 何 ら 個 人

識 別 に は つ な が る も の で は な い 「 契 約 日 」 と 「 移 転 期 限 」 に

つ い て は 公 開 す べ き で あ る 。  

 ５  結 論  

  以 上 の 理 由 か ら 、 本 件 処 分 に つ い て は 、「 第 １  審 査 会 の 結 論 」

の と お り 判 断 す る も の で あ る 。  

  な お 、 実 施 機 関 と し て は 、 条 例 の 原 則 公 開 と い う 趣 旨 か ら 、 情

報 公 開 の 可 否 に つ い て 折 り に 触 れ 点 検 し 、 行 政 情 報 の 公 開 請 求 が

あ っ た と き は 、 事 務 ・ 事 業 の 遂 行 状 況 に 照 ら し て 支 障 な い と 判 断

さ れ る も の に つ い て は 、 極 力 公 開 に 努 め る べ き で あ る 。  

  そ し て 、 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 保 護 を 理 由 と し て 非 公 開 情 報 に

該 当 す る と し た 行 政 情 報 に つ い て は 、 そ の 公 開 の 検 討 に 際 し 、 可

能 な 限 り 当 該 個 人 ・ 法 人 等 に そ の 承 諾 を 得 る な ど し て 、 行 政 情 報

を 積 極 的 に 公 開 し よ う と す る 姿 勢 が 望 ま れ る も の で あ る 。  

 

第 ７  審 査 経 過 等  

 平 成 ２ １ 年  ５ 月 １ ９ 日  実 施 機 関 よ り 諮 問  

７ 月 １ ７ 日  審 査 会 開 催 、 実 施 機 関 よ り 意 見 聴 取  

９ 月 ３ ０ 日  審 査 会 開 催  

１ ０ 月 ２ ８ 日  審 査 会 開 催  

 平 成 ２ ２ 年  １ 月  ７ 日  審 査 会 開 催 、 申 立 人 よ り 聴 取  

 ３ 月 １ ５ 日  審 査 会 開 催  

 ５ 月 １ ９ 日  審 査 会 開 催  

１ １ 月 １ ６ 日  審 査 会 開 催  

 平 成 ２ ３ 年  １ 月 １ ９ 日  審 査 会 開 催  

 ３ 月  ９ 日  審 査 会 開 催  

 ５ 月 １ ３ 日  審 査 会 開 催  

 ７ 月  １ 日  審 査 会 開 催  

 ７ 月 ２ ２ 日  審 査 会 開 催 、 答 申  
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 行 田 市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会  

会 長  町 田  知 啓  弁 護 士  

副 会 長  青 柳  卓 弥  大 学 教 授  

委 員  加 藤  道 子  弁 護 士  

委 員  長 野  武 俊  元 県 職 員  

委 員  岩 切  大 地  大 学 専 任 講 師  
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別 表  実 施 機 関 が 非 公 開 と し た 行 政 情 報 の 内 、 当 審 査 会 が 公 開 す べ

き と 判 断 し た 部 分  

第 ６ － ４  

各 論 番 号  
本 件 対 象 行 政 情 報 名  公 開 す べ き 部 分  

①  

行 田 市 都 市 計 画 道 路「 ３ ．４ － ３ 单 大

通 線 」事 業に 伴 う 寺 院 の 移 転 計 画 の 撤

回 を 求 め る 陳 情 書 及 び 当 該 陳 情 書 を

受 領 し た こ と を 報 告 す る 起 案 文 書 並

び に 当 該 陳 情 に 対 す る 回 答 に つ い て

の 起 案 文 書 及 び 回 答 文 書  

陳 情 人 代 表 名  

③  
土 地 売 買 に 関 す る 契 約 書  契 約 者 の 印 影 を

除 く 文 書 全 体  

④  
物 件 移 転 補 償 契 約 書（ 佐 間 １丁 目 ３ ７

１ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お け る 祭 し 料 ）  

契 約 者 の 印 影 を

除 く 文 書 全 体  

⑤  
物 件 移 転 補 償 契 約 書（ 佐 間 １丁 目 ３ ７

１ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お け る 改 葬 補 償 ）  

契 約 者 の 印 影 を

除 く 文 書 全 体  

⑥  

物 件 移 転 補 償 契 約 書（ 佐 間 １丁 目 ３ ７

１ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お け る 工 作 物 移 転

補 償 ・ 改 葬 補 償 ６ 頁 、 工 作 物 移 転 補

償 ・ 立 竹 木 補 償 ・ 改 葬 補 償 １ 頁 ）  

契 約 者 の 印 影 を

除 く 文 書 全 体  

⑦  

物 件 移 転 補 償 契 約 書（ 佐 間 １丁 目 ３ ７

１ ６ 番 １ に お け る 工 作 物 移 転 補 償、改

葬 補 償 等 ）  

移 転 期 限 と 契 約

日  

⑧  

物 件 移 転 補 償 契 約 書（ 佐 間 １丁 目 ３ ７

１ ６ 番 １ 外 ４ 筆 に お け る 工 作 物 移 転

補 償 、 改 葬 補 償 ）  

契 約 者 の 印 影 を

除 く 文 書 全 体  

⑨  

物 件 移 転 補 償 契 約 書（ 佐 間 １丁 目 ３ ７

１ ６ 番 １ に お け る 工 作 物 移 転 補 償、改

葬 補 償 、 祭 し 料 、 移 転 補 償 料 ）  

移 転 期 限 と 契 約

日  




